
６月１７日に記者会見を行います 

 

公募制度への問題提起にご理解をお願いします 

 

このたび私たちは、大学の専任教員の公募という問題をめぐって訴訟を起こすことになりました。公

募による選考は、公正に、しかも透明性に配慮してなされねばなりなせんが、現状では、公正への疑問

を感じても泣き寝入りするしかないため、とりわけ非常勤の人たちは絶望しています。今回は、すでに

他大学に専任の職があり、公募をおこなった大学で非常勤講師をしている候補者が、選考のプロセスで

内規違反があったとの通報をもとに、訴訟に踏み切りました。当該研究科に訴え、大学当局に訴え、さ

らに組合を介して団交しようとしても断られたため、訴訟を起こすことになったものです。 

 

本件は、東京地方裁判所民事部に対して行なう訴訟であり、本来は司法記者クラブにおいて会見を行

うのが、あるいは本筋なのかもしれません。しかし、私たちの考えでは、本件はこれまで文科省が 1990

年代後半から現在に至るまで、日本の高等教育分野で進めてきたいわゆる「任期制」の導入という、全

国の国公立･私立大学労働･人事政策の改変という流れのなかで発生した事案であると思われ、そのこと

の背景と問題点を提起したく、文科省記者クラブでの記者会見に臨むこととなりました。 

 

これまで中央教育審議会では、「大学教育の改善について」、「大学院･大学の自己点検・評価システム

の導入」、「高等教育の質的向上」など、さまざまなかたちで議論がなされています。とりわけ、こうし

た一連の流れで審議された「教員採用の改善について」（答申：平成６年６月 28 日）では、「各大学が、

それぞれの理念・目的に基づき、多様で個性ある教育研究を推進していくためには、大学の教育研究の

中心を担う教員に優れた人材を確保し、その能力を最大限に発揮できるよう、教員の人事の在り方につ

いて改善を図っていくことが必要」であり、そのために、①他大学出身者・社会人・女性等多様な経験・

経歴を持つ者を積極的に採用するよう配慮する、②公募制を積極的に活用し、採用に関する情報を収集・

提供する機関を整備し，公募制を実施しやすくする仕組みをつくる、③選考基準については、教育能力

を積極的に評価するとともに、研究能力についても論文の質を重視する、などと建議されています。 

 

そうした答申を受け、国と文科省の政策のもと、「任期制」が全国の国公立･私立大学に広く行き渡る

ことになりましたが、「公募制」については、公正と透明性を確保するための全国的な取り組みがなされ

ているわけではありません。こうした政策上のアンバランスが一端となって、今回の事案も生じている

ということを広く社会に問うべく、私たちは文科省で記者会見を行うことにいたしました。各社の報道

につき、どうかご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 
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